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会
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放
送
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七
十
条
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項
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規
定
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づ
き
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承
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の
件
（
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認
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号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
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本
件
は
、
放
送
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
放
送
協
会
の
令
和
八
年
度
収
支
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金

計
画
に
つ
い
て
、
国
会
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
収
支
予
算 

一
般
勘
定
事
業
収
支
は
、
事
業
収
入
が
六
千
百
八
十
億
円
、
事
業
支
出
が
六
千
八
百
七
十
一
億
円
で
、
六
百
九
十
億
円
の

収
支
不
足
と
な
る
。
こ
の
不
足
額
に
つ
い
て
は
、
還
元
目
的
積
立
金
の
一
部
を
も
っ
て
補
て
ん
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

二
、
事
業
計
画 

経
営
計
画
の
最
終
年
度
で
あ
る
令
和
八
年
度
は
、
協
会
の
使
命
で
あ
る
健
全
な
民
主
主
義
の
発
達
に
資
す
る
た
め
、
情
報

空
間
の
参
照
点
と
な
る
正
確
で
信
頼
で
き
る
情
報
の
放
送
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
提
供
並
び
に
信
頼
で
き
る
多
元
性

確
保
へ
の
貢
献
を
基
軸
と
し
て
、
経
営
計
画
の
確
実
な
達
成
に
向
け
た
事
業
運
営
を
推
進
す
る
と
し
、
構
造
改
革
を
進
め
な

が
ら
適
切
な
資
源
配
分
を
行
い
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
質
と
量
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
命
と
暮
ら
し
を
守
る
報
道
の
深
化
、
多



二

様
で
質
の
高
い
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
公
共
的
価
値
の
創
造
、
国
際
発
信
の
質
的
充
実
の
ほ
か
、
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か

し
た
地
域
の
課
題
や
魅
力
の
発
信
、
人
に
や
さ
し
い
放
送
・
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
新
た
な
営
業
ア
プ
ロ
ー
チ
の
強
化
、
受
信

料
外
収
入
の
増
収
確
保
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
グ
ル
ー
プ
全
体
で
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
な
経
営
の
徹
底
、
二
元
体

制
に
よ
る
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
率
化
及
び
メ
デ
ィ
ア
産
業
全
体
の
多
元
性
確
保
へ
の
貢
献
の
た
め
の
還
元
目
的
積
立
金

の
活
用
、
老
朽
化
し
た
地
域
放
送
会
館
建
替
え
の
検
討
等
に
取
り
組
む
と
し
て
い
る
。 

三
、
資
金
計
画 

資
金
計
画
は
、
受
信
料
等
に
よ
る
入
金
総
額
八
千
百
八
十
九
億
円
、
事
業
経
費
、
建
設
経
費
等
に
よ
る
出
金
総
額
八
千
二

百
一
億
円
を
も
っ
て
施
行
す
る
。 

四
、
総
務
大
臣
の
意
見 

本
件
に
は
、
総
務
大
臣
か
ら
、
予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
公
共
放
送
と
し
て
提
供
す
る
放
送
番
組
の
質
を
維
持
し
つ

つ
、
事
業
経
費
の
一
層
の
合
理
化
・
効
率
化
に
取
り
組
む
こ
と
、
重
要
な
公
共
イ
ン
フ
ラ
を
提
供
す
る
者
と
し
て
、
引
き
続

き
将
来
の
災
害
に
備
え
る
こ
と
、
放
送
と
い
う
手
段
に
加
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
放
送
番
組
を
国
民
・
視
聴
者
に

提
供
す
る
こ
と
等
が
求
め
ら
れ
る
旨
の
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。 


